
改 正 後 現 行 

愛知県社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱  

 

第１  （略）  

第２  社会福祉施設等施設整備費補助金  

(交付の目的 ) 

１～２  （略）  

 

３  （１）～（４）  （略）  

 

（５）第２の２の表第１０号に掲げる施設の場合  

整備区分  整備内容  

大規模修繕等   既 存 施 設 等 に つ い て 平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ５ 日 社 援 発 第

1005006 号厚生労働省社会・援護局長通知「社会福祉施設等

施設整備費における大規模修繕等の取扱いについて」及び令

和元年６月２７日社援発０５２０第４号厚生労働省社会・援

護局長通知「無料低額宿泊所における防火安全対策の推進に

係る整備について」により整備すること。  

 

４～５  （略）  

 

（交付額の算定方法）  

６  （１）ア～ウ（略）  

 

エ  ただし、保護施設等に地域交流スペースの整備を行うときは、地域交流スペー

スに係る額を除いてアからウにより算定した交付額に、次の（ア）から（エ）のう

ちいずれか少ない額を加えたものを交付額とする。  

（ア）～（イ）  （略）  

（ウ）地域交流スペースに係る基準額  

ａ  防災拠点型以外の地域交流スペースの場合（ｂの場合を除く。）２６，３００

千円（初度設備相当を併せて整備する場合は２７，７１０千円）  

ｂ  防災拠点型以外の地域交流スペースの場合で、かつ、耐震化等整備又は南海ト

ラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第９

２号）第１２条に基づく津波避難対策緊急事業計画に掲げる整備を行う場合３

６，５８０千円（初度設備相当を併せて整備する場合は３７，９９０千円）  
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第１  （略）  

第２  社会福祉施設等施設整備費補助金  

(交付の目的 ) 

１  （略）  

 

３  （１）～（４）  （略）  

 

（５）第２の２の表第１０号に掲げる施設の場合  

整備区分  整備内容  

大規模修繕等   既存施設等については、平成１７年１０月５日社援発第

105006 号厚生労働省社会・援護局長通知「社会福祉施設等施

設整備費における大規模修繕等の取扱いについて」及び令和

元年６月２７日社援発０５２０第４号厚生労働省社会・援護

局長通知「無料低額宿泊所における防火安全対策の推進に係

る整備について」により整備すること。  

 

４～５  （略）  

 

（交付額の算定方法）  

６  （１）ア～ウ（略）  

 

エ  ただし、保護施設等に地域交流スペースの整備を行うときは、地域交流スペー

スに係る額を除いてアからウにより算定した交付額に、次の（ア）から（エ）のう

ちいずれか少ない額を加えたものを交付額とする。  

（ア）～（イ）  （略）  

（ウ）地域交流スペースに係る基準額  

ａ  防災拠点型以外の地域交流スペースの場合（ｂの場合を除く。）２６，０００

千円（初度設備相当を併せて整備する場合は２７，４００千円）  

ｂ  防災拠点型以外の地域交流スペースの場合で、かつ、耐震化等整備又は南海ト

ラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第９

２号）第１２条に基づく津波避難対策緊急事業計画に掲げる整備を行う場合３

６，０８０千円（初度設備相当を併せて整備する場合は３７，４８０千円）  



 

ｃ  防災拠点型地域交流スペースの場合（ｄの場合を除く。）３５，６００千円（初

度設備相当を併せて整備する場合は３９，４１０千円）  

ｄ  防災拠点型地域交流スペースの場合で、かつ、耐震化等整備又は南海トラフ地

震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第１２条に基づく津波避難対

策緊急事業計画に掲げる整備を行う場合、５０，４８０千円（初度設備相当を併

せて整備する場合は５４，２９０千円）  

  （エ）  （略）  

（２）～（３）  （略）  

 

 ７～１８  （略）  

ｃ  防災拠点型地域交流スペースの場合（ｄの場合を除く。）３５，２００千円（初

度設備相当を併せて整備する場合は３８，９６０千円）  

ｄ  防災拠点型地域交流スペースの場合で、かつ、耐震化等整備又は南海トラフ地

震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第１２条に基づく津波避難対

策緊急事業計画に掲げる整備を行う場合、４９，７９０千円（初度設備相当を併

せて整備する場合は５３，５５０千円）  

（エ）  （略）  

  （２）～（３）  （略）  

 

７～１８  （略）  

  


